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 沖縄総合事務局が直接管理している道路(直轄国道)を対象

に行われる歩道等の美化・清掃のボランティア活動について 
 
 

《あなたもボランティア・サポート・プログラムに参   

              加してみませんか》 
 
 
 
 国土交通省では、住民団体等が行う道路の緑化や清掃美化活動への支援活動を行い、

積極的に住民の道路管理への参画を求める制度として「ボランティア・サポート・プロ

グラム」を平成１２年６月より行ってきております。沖縄総合事務局管内においても地

域住民が道路への慈しむ気持ちを高め、街づくりに積極的に参加することとして活動し

ておりますが、まだまだ参加団体が不十分であり拡大を図ることが必要と考えておりま

す。次項にボランティア・サポート・プログラムの概要を含め現在までの事例を紹介致

します。 
 
 
 
 
 
 
 
            平成 １４年 ２月 ２７日 
                      沖縄総合事務局開発建設部 
          道 路 管 理 課                
 
 
 
 

 
問い合わせ先： 開発建設部   道路管理課     玉城、濱川 

（電話 ０９８－８６１－４９１１） 
 

                                                                             
 



ボランティア・サポート・プログラムの概要 
 
１,ボランティア・サポート・プログラムとは、沖縄総合事務局が直接管理している道路

(直轄国道)を対象として行われる歩道等の美化・清掃プログラムで、道路を慈しみ、住

んでいるところをきれいにしたいという自然な心を形あるものにしようと考え出され

たのが、「ボランティア・サポート・プログラム」です。地域の歩道に設置された植樹

帯等の美化や歩道の清掃に、地域の方や企業の皆さんが「実施団体」（＝ボランティア

活動を行う団体）となり活動します。その心あたたまるボランティア活動をしている「実

施団体」に対して、沖縄総合事務局及び市町村が協力して、清掃用具の貸し出し・実施

団体名入りのサインボードの設置及びゴミの処理等を支援し、地域の共有財産である道

路への愛着心を深めます。 
 
２，基本要素 
実施団体は、実施区域・内容を決めた後、事務局へ 
活動の希望を申し出ます。道路管理者・協力者との３者間で協定を結び、文書で決めた

内容に基づき清掃・植樹管理などを行うこととなります。 
 
３，プログラムの仕組み 
 「実施団体」「道路管理者」「協力者」の３者で協定を結びます。さらに、具体的な

植樹帯管理、清掃回数などの細かい取り決めは確認書で行います。 
 （１）協定の締結 
   「実施団体（住民グループ等）」、 
   「協力者（市町村）」「道路管理者（沖縄総合事務局国道事務所）」の三者で、

    プログラムを実施する区域、期間、作業内容について協定を結ぶ。 
 （２）関係団体の役割 
    ①実施団体（住民グループ等）協定に基づき、決められた一定の道路区域の中で、

   草木の手入れ、散乱ごみの清掃、草花の管理等を定期的に行う。 
    ②協力者（市町村） 
      実施団体と道路管理者の仲立ちをし、地域のコミュ二ケーションの一端を担う。

   また、協定により収集されたゴミの処理を行う。 
    ③道路管理者（沖縄総合事務局・国道事務所） 
      サインボードを実施区域内に設置する。また、清掃用具の配布、作業中の事故 

  防止の指導等を行う。 
                                 実施団体 
                                   住民グループ等 

・清掃活動 
・植樹等の管理 
・その他 

 
                協力者                              道路管理者 
               市町村                           沖縄総合事務局･ 

                          国道事務所等 
            ・収集ゴミの回収・処理                   ･用具の支給 
            ・実施団体の連絡窓口                    ・サインボードの設置 
                                           ･安全指導 
                                                ･事務局  



４， 活動開始までの手順 
 
    ① 事務局に問い合わせて、申し込み書類等を入手する。 
 
 
     ②申込書に必要事項を記入し、事務局へ提出する。 
 
 
 
     ③事務局から実施団体の認定を受け、協定を結ぶ。 
 
 
     ④必要な道具を受け取り、担当する区域で活動を開始 
   する。 
 
 
５，沖縄総合事務局管内の活動状況 
  ・現在下記の１４箇所で活動をしています。 
○ ブセナリゾート株式会社、名護国際観光株式会社 （ 一般国道58号：名護市喜瀬） 
     ・ 平成13年5月より活動開始し、緑地帯の芝を１回/２月 の割合で芝刈りを   

 実施。夏場に限っては週１回のペースでも行っています。また、歩道等にお    

いても年６回以上の割合で清掃を実施しています。 
○ 有限会社ケイ・エム産業            （ 一般国道58号：恩納村安富祖 ） 
     ・ 平成13年9月より活動開始し、緑地帯の芝を１回/２月 の割合で芝刈りを   

 実施。歩道等を週１回の割合で清掃を実施しています。 
        また、カーミヌハマ駐車場のゴミ拾いは、ほぼ毎日行っています。 
○以下はイオン各店舗の活動状況 
 ○ 琉球ジャスコ本社           （ 一般国道329号：南風原町字兼城 ） 
     ・ 平成14年1月より歩道等の清掃活動月１回の割合で行っています。 
    以下イオン各店舗は同じ。 
 ○ プリマート糸満店               （ 一般国道331号：糸満市字兼城 ） 
 ○ マックスバリュとよみ店           （ 一般国道331号：豊城村字根差部 ） 
 ○ マックスバリュ一日橋店          （ 一般国道329号：南風原町字兼城 ） 
 ○ プリマート佐敷店              一般国道331号：佐敷町字津波古 ） 
 ○ プリマート小禄赤嶺店              （ 一般国道331号：那覇市赤嶺 ） 
 ○ マックスバリュ安謝店              （ 一般国道58号：那覇市安謝 ） 
 ○ プリマートとまりん店              （ 一般国道58号：那覇市前島 ） 
 ○ プリマート西原さわふじ店              （ 一般国道329号：西原町小橋川 ） 
 ○ マックスバリュなご店                      （ 一般国道58号：名護市宮里 ） 
 ○プリマート金武店                         一般国道329号：金武町字金武 ） 
 ○プリマート石川赤崎店                   （ 一般国道329号：石川市東山本町 ） 
 
 
※開発建設部道路管理課ボランティア・サポート・プログラム ホームページ         

              http://www.dc.ogb.go.jp/kyoku/about/road/vsp/  
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平成13年度　第15回　図画・作文コンクール入賞作品　（ 百名小学校１年　屋嘉比 勇哉くん） 

　

お問い合わせ・連絡先 

内閣府沖縄総合事務局 開発建設部道路管理課
〒900-8530　沖縄県那覇市前島２丁目21番7号
TEL　098-861-4911　FAX　098-860-6575 

北部国道事務所管理課
〒905-0022　沖縄県名護市字世冨慶865番地
TEL　0980-52-4350（代表）　FAX　0980-52-4964 

南部国道事務所管理課
〒900-0001　沖縄県那覇市港町2-8-14
TEL　098-861-2336（代表） FAX 098-868-1196 
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一般国道58号
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NO 地図番号 実施団体名 市町村地名 担当事務所

1 ブセナリゾート（株）
な ご し き せ

名護市 喜瀬 北部国道事務所

2 （有）ケイ・エム産業
おんなそん あふそ

恩納村 安富祖 北部国道事務所

3 マックスバリュ安謝店
な は し あじゃ

那覇市 安謝 南部国道事務所

4 プリマート泊店
な は し まえじま

那覇市 前島 南部国道事務所

5 マックスバリュなご店
な ご し みやざと

名護市 宮里 北部国道事務所

一般国道329号

NO 地図番号 実施団体名 市町村地名 担当事務所

1 琉球ジャスコ本社
はえばるちょう かねぐすく

南風原町 兼城 南部国道事務所

2 マックスバリュとよみ店
とみぐすくそん まだんばし

豊見城村 真玉橋 南部国道事務所

3 マックスバリュ一日橋店
はえばるちょう かねぐすく

南風原町 兼城 南部国道事務所

4 プリマート西原さわふじ店
にしはらちょう おなは

西原町 小那覇 南部国道事務所

5 プリマート金武店
きんちょう きん

金武町 金武 北部国道事務所

6 プリマート石川赤崎店
いしかわし ひがしやまほんま
ち

石川市 東山本町
北部国道事務所

一般国道331号

NO 地図番号 実施団体名 市町村地名 担当事務所

1 プリマート糸満北店
いとまんし かねぐすく

糸満市 兼城 南部国道事務所

2 プリマート佐敷店
さしきちょう つはこ

佐敷町 津波古 南部国道事務所

3 プリマート小禄赤嶺店
な は し あかみね

那覇市 赤嶺 南部国道事務所
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●ブセナリゾート（株）

実施団体名 ブセナリゾート株式会社、名護国際観光株式会社 

作業従事者数 7名 

団体の属性 企業 

路線名 一般国道58号 

市町村地名 な ご し き せ

名護市喜瀬 

具体的な実施場所 歩道、植樹帯、芝生地 

活動内容 清掃活動、植樹帯の管理、芝生地の管理 

活動頻度 月2回 

実施期間 平成13年5月23日～ 

作業担当者 上江洲　均 

実施区域マップ 

 

活動写真
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経緯／特徴 

国道58号名護市部瀬名交差点の線形改良により、旧道路敷の残地を緑地帯として整備し、国 

で管理を行っていたが、実施団体より、「リゾート施設の入口にあたるので、よりレベルの高い 

管理を行いたく、又地域に貢献するとともに、企業イメージを向上させたい」との申し出があっ 

たため、協定を締結し活動することになった。 

愛称名については、初の地方開催で平成１２年、九州・沖縄サミットの主開催場となった、名護

市部瀬名岬の地名と、活動場所が常にきれいになり、ここにおとずれる方からも親しまれること

を願い、「ブセナクリーンロード」と決めた。 

本活動場所は、先の九州・沖縄サミットの主開催場となった万国津梁館やビーチ、リゾートホ 

テルが整備されている、部瀬名岬への入口となっています。道路利用者のみならず、それら施

設 利用者すべての方に親しまれるよう活動している。 

実施団体からのメッセージ 

私達は平成12年に行われた、九州・沖縄サミットの会場となりましたザ・ブセナテラスホテ ルの

アクティビティー部門ガーデンチームです。私達がボランティアに参加している場所は、沖 縄県

名護市の玄関といわれている国道58号沿いにありますホテル入口の緑地帯約3,000㎡、主 に

芝地部分の管理（潅水、芝刈、除草、清掃）を行っています。参加初期の頃は、行楽シーズン 

になりますと芝地にマイカーが乗り上げられデコボコにされ、枯れ状態にされることもしばしば 

ありました。又空き缶、ゴミ等の放置も多数ありました。作業を行うにつれ、私達の願いが通じ 

たのか、徐々に乗り上げ、ゴミ放置などが減少したように思われます。 
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●（有）ケイ・エム産業

実施団体名 有限会社ケイ・エム産業 

作業従事者数 3～5名 

団体の属性 企業 

路線名 一般国道58号 

市町村地名 おんなそんあふそ

恩納村安富祖 

具体的な実施場所 歩道、植樹帯、駐車場 

活動内容 清掃活動、植樹帯の管理 

活動頻度 月1回 

活動開始 平成13年9月13日～ 

作業担当者 高江洲　正光

実施区域マップ 

 

活動写真 

 

経緯／特徴 

　国道に隣接する土地にホテルの建設計画があり、その企業より「付近の歩道、植栽帯、駐車

場 の美化清掃活動を行い、沖縄のリゾート地である恩納村に貢献したい」との申し出があっ

たため、 協定を締結し、活動する事となった。

愛称名については、活動場所である恩納村安富祖地区の名前と、活動場所が常にきれいで

道路利用者から親しまれることと「美しい恩納村へようこそ」との思いから、「安富祖クリーンロ

ード」と決めた。

活動の１つとして、カーミヌハマ（亀の浜）パーキングの清掃を行ってもらっているが、本駐 車

場は、海岸沿いの景観の良い場所にあり、道路利用者によく利用されている。今まではゴミの



ボランティア・サポート・プログラム 2/2 ページ

http://www.dc.ogb.go.jp/kyoku/about/road/vsp/group002.htm 2002/04/01

散乱が見受けられたが、活動が行われてからは、そのような問題は解消された。 

実施団体からのメッセージ 　

私達の活動範囲は、リゾート観光地として国道58号沿いに休憩所があります。県内外から観 

光に訪れる方々が利用して、空き缶などいろいろなゴミが投げ捨てられ目立つため「芝生・歩

道 ・駐車場は私達がきれいにしています」という看板を設置していて、普段から清掃や草刈等

を実 施しています。「美しい恩納村へようこそ」との思いで美化活動に取り組み、サポートして

おり ます。ゴミ０の安富祖クリーンロードにしたいと思います。 
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Q1 「ボランティア・サポート・プログラム」とは、何ですか？

Q2
「ボランティア・サポート・プログラム」のヒントになった
「アダプト・ア・ハイウェイ・プログラム」は、どんなプログラムですか？

Q3 ボランティア・サポート・プログラムの目的は、何ですか？

Q4 既存のボランティア活動とどこが違うのですか？

Q5 誰でも「実施団体」になれますか？

Q6 子どもだけの団体は、参加できますか？

Q7 どんな活動を行うのですか？

Q8 同一区域で、複数の応募があった場合は、どうするのですか？

Q9 どんな場所が実施区域になっていますか？

Q10 「実施区域」は、どのくらいの延長ですか？

Q11 いつ活動するのですか？

Q12 「実施団体」「道路管理者」「自治体」のそれぞれの役割はどのようなものですか？

Q13 サインボードは、自由に設置できますか？

Q14 サインボードは、どんな効果が期待できるのでしょうか？

Q15 既に活動している団体はありますか？

 Ａ 1. 「ボランティア・サポート・プログラム」とは、何ですか？  

  ボランティア・サポート・プログラムとは、国土交通省、沖縄総合事務局が直接
管理している道路(直轄国道)を対象として、実施されている道路脇の美化・清
掃プログラムです。道路を慈しみ、住んでいるところをきれいにしたいという自
然な心を形あるものにしようと考え出されたアメリカの「アダプト・ア・ハイウェイ・
プログラム」からヒントを得ています。
  「実施団体」（=ボランティア活動を行う団体）が、道路脇の簡単な清掃や美化
活動を行なうことを「協定」で確認し、その「協定」の内容に従って活動を実施し
ます。道路管理者は、実施団体名入りのサインボードを立てて、実施団体の活
動を公表します。 
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 Ａ ２.
「ボランティア・サポート・プログラム」のヒントになった
「アダプト・ア・ハイウェイ・プログラム」は、どんなプログラムですか？  

  ボランティア・サポート・プログラム同様に、
「協定」を結び、一定期間「実施団体」が、実
施区域の道路脇を清掃したり野草を植えた
りして管理します。道路管理者は、道路脇に
実施団体の名前入りサインボードを立てて活
動を公表します。
  1985年、テキサス州でプログラムが開始さ
れ、最初に参加した市民グループが「タイラ
ー・シビタン・クラブ」でした。 
現在では、全米４８州に導入され、カナダや
プエルトリコでも、活動が行われています。ま
た、道路だけでなく、公園や河川などを対象
としたプログラムも多数あります。
国土交通省、沖縄総合事務局では、地域住
民と道路管理者との新たなパートナーシップ
を築く第一歩として、積極的にプログラムを
推進していきます。

（タイラー・シビタン・クラブ　写真提供　テキ

サス州交通局）→ 

 Ａ ３. ボランティア・サポート・プログラムの目的は、何ですか？  

  ボランティア・サポート・プログラムは、地域住
民、企業などみなさんと、自治体、道路管理者
の３者が協力して道路の清掃、緑化、美化等
の活動を行ない、道を慈しむ心を育て、地域に
ふさわしい道づくりを進めることを目的としてい
ます。 
　

Ａ ４. 既存のボランティア活動とどこが違うのですか？  

  既存のボランティア活動は、「地域愛護」及び「道路愛護」の観点から行われて
おり、作業内容、規模、時期、頻度などについての道路管理者との合意、拘束
力はなく、事故等による補償についても確立されていません。
  ボランティア・サポート・プログラムは、作業内容、範囲、時期、頻度、責任者を
合意、確認し、道路管理者、地元市町村を含めた３者間で協定を結び「道路愛
護」に対する支援等を確立するものです。
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 Ａ ５. 誰でも「実施団体」になれますか？

  グループであれば、家族、各種団体、学校、企業など誰でも実施団体になれま
す。ただし、社会的秩序を乱すと考えられる団体は、実施団体に認められませ
ん。 

 Ａ ６. 子どもだけの団体は、参加できますか？  

  中学生以下の子どもが主体の場合は、活動に際
して子どもの安全確保のため、大人の保護者が必
要と考えられます。
従って、活動内容に応じた人数の大人の保護者を
加えるようにお願いすることになります。 
　

 Ａ 7. どんな活動を行うのですか？

  「協定」の内容によって異なりますが、基本
的には、歩道等の「実施区域」に散乱してい
る空き缶やタバコの吸殻などの清掃です。さ
らに、花壇や植木の手入れも行います。 
　

 Ａ 8. 同一区域で、複数の応募があった場合は、どうするのですか？  
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  相互に了承をとって、同じ区域で複数の団体が活動することは可能です。例え
ば、A団体は清掃活動を行ない、B団体は花壇の手入れを行うといったことが考
えられます。 

 Ａ9. どんな場所が実施区域になっていますか？  

  国土交通省、沖縄総合事務局が直接管
理している国道（直轄国道）の道路脇（主に
歩道、植樹帯など）を対象として、特別な技
術がなくても活動できる場所が、ボランティ
ア・サポート・プログラムの実施区域に選定
されます。

 Ａ１0. 「実施区域」は、どのくらいの延長ですか？  

  実施区域は、道路の状況によって変わります。人通りの多い、汚れやすい場
所は、実施区域を短くし、活動頻度を高くしますし、あまりゴミが散乱しないよう
な場所は、延長を長くします。また、植樹や花壇の数、実施団体の人数によって
も、延長は変わります。人通りの多い商店街などは100ｍ程度～、郊外などは
500ｍ～3ｋｍがおおよその目安となります。 
　

 Ａ１1. いつ活動するのですか？

  道路管理者との間で結ぶ「協定」の中で、活動頻度が決められます。その頻度
に従って、実施団体の内部で日程調整を行い、活動計画書を提出した上で、活
動します。 
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 Ａ１2.
「実施団体」「道路管理者」「自治体」のそれぞれの役割は
どのようなものですか？  

  「実施団体」は、受け持った実施区域の美化・清掃を行います。「道路管理者」
は、実施団体に対して、清掃用具などを提供し、実施団体の名称入りサインボ
ードを実施区域に掲示します。さらに、実施団体同士が意見交換を行う場の提
供や、活発なボランティア活動を促す支援をします。「自治体」は、道路脇から集
められたゴミの回収と処理について、協力します。また、道路管理者と住民との
窓口になる場合もあります。

 Ａ１3. サインボードは、自由に設置できますか？  

  サインボードは、道路管理者が設置し、管理します。大きさや形、表示内容、文
字数などは道路管理者が決めた規格、様式となります。ただし、実施団体のみ
なさまからの意見を取り入れ、地域色豊かな、デザインや表示内容などを工夫
していきたいと考えています。 
　

 Ａ１4. サインボードは、どんな効果が期待できるのでしょうか？  

  企業や実施団体にとっては、サインボードを掲示してもらうこと
で、ボランティア活動を行っていることのアピールができます。
また、サインボードを目にするドライバーや歩行者に「ポイ捨て禁
止」のメッセージも伝えることもできます。 
　

 Ａ１5. 既に活動している団体はありますか？

  はい。このホームページの「各地の取組み」で、地方毎に紹介しています。是
非、ご覧ください。 
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